
一般質問の質問者順番と質問事項 

 

（令和３年 第１回定例会） 

質 問 順 位 ４   １０番 議 員    鳥 飼 勝 美    

質問事項１ 基山町消防団の現状と課題について 

質問の要旨 

消防団とは、消防組織法第９条に基づいて各市町村に設置される消防

機関で、その任務は、町民の身体及び財産を火災から保護するとともに

水火災又は地震等の災害を防除し災害の軽減を図るという崇高な目的

で設置されている。 

しかしながら、今日の基山町消防団を取りまく環境は、少子高齢化に

よる団員の確保の問題、消防施設整備の問題、人口減少による各部の統

廃合を含む再編の問題等多くの課題が山積していることに対して質問

する。 

 

具体的な質問 

及 び 

質問の相手 

(１) 基山町消防団の現状と課題に対して、町長の現状認

識と思いは何か 

 

(２) 団員の確保の現状と今後の取組は 

 

(３) 団員に対しての待遇改善について 

  ア 団員報酬の引上げは考えないのか 

イ 団員の災害活動等で使用したマイカー損害補償

見舞金制度への加入をすべきでは 

 

(４) 各部の統廃合を含む再編の取組状況は（基山町消防

団再編計画の策定を含む） 

 

(５) 消防格納庫は町で管理すべきでは（消防組織法第７

条・第８条） 
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一般質問の質問者順番と質問事項 

 

（令和３年 第１回定例会） 

質 問 順 位 ４   １０番 議 員    鳥 飼 勝 美    

質問事項２ 町における押印廃止等の取組について 

質問の要旨 

国の規制改革推進会議が、令和２年７月に「規制改革推進に関する答

申」を発出し、押印の見直しが示された。 

これを受けて総務省から、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観

点からの緊急対応として、地方公共団体における書面規制、押印、対面

規制の見直しを要請されているが、これまでの町の取組について質問す

る。 

 

具体的な質問 

及 び 

質問の相手 

(１) これまでに、押印廃止に対してどのような取組を実

施したのか 

 

(２) 押印廃止の対象となる申請書等は何種類になるのか 

 

(３) 今後の押印廃止の具体的なスケジュールはあるのか 
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